
補助対象業種 補助対象条件 補助対象経費 補助率 補助金交付回数

・製造業の中で主に研
究開発を行う者又は
その部署

・情報サービス業
・インターネット付随
サービス業

・※映像・音声・文字
情報作成業務

・学術・開発研究機関
・※広告業
・※デザイン業
・コールセンター業
・その他市長が特に認
めるもの

（※は，専ら情報通信
の技術を利用する方法
により行う事業に限
る）

新たに市内にサテライト
オフィス等の事業所を開設
する者又は「お試しサテラ
イトオフィス」等を市内に
おいて実験的に事業を実施
する者

※ただし、補助対象経費
（１）（２）（３）に対す
る補助を受けるには、次の
いずれにも該当する者とす
る。

１ 事業所開設に伴い
新規に常陽労働者を
１名以上雇用する者
（市外既存事業所か
ら市内転入者を含む）

２ 事業所改札後、３年
以上事業継続を行うこと

３ 市内に開設した事業所
に常時勤務する者が配置
されること

(1) 建物改修経費
※空き家，空き公共施設、空き
店舗等の改修

(1)及び(2)の合
計経費の1/2
1,500千円限度

※事業を開始した
後に１回限り交付
する

(2) 情報通信システム導入経費

(3) 備品及び機器設備等の購入
費

(3)の経費の1/2
500千円限度

(4) オフィス賃借料
（敷金・礼金・共益費を除く）

(4)～(7)に係る
合計経費の1/2
1,000千円限度

※補助金交付対象
期間は事業を開始
した月の翌月から
起算して３６ヶ月
間とする（原則，
年度毎）

(5) 住居賃借料
（敷金・礼金・共益費を除く）

(6) 車両リース料
※業務に必要な車両

(7) 通信回線使用料
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